
平成24年度当初予算編成に向けた集中審議対象事業指示事項及び予算要求状況一覧

（単位：千円）

説明 評価 評価理由 指示事項
指示事項に対する

検討内容
要求額 事業の概要

○

政令指定都市10周年を期に、市
民の心のよりどころとなる市民
憲章・市民の日を制定する必要
がある。

○ ―

№ 局名 事業名

政策局1

集中審議 平成24年度予算要求

市民・ス
ポーツ文
化局

憲章の検討にあたっては、より
広く市民の意見を聴取した上
で、慎重な策定作業が必要との
結論に至り、平成24年度は庁内
所管による策定方針についての
検討を行い、平成25年度に庁外
検討組織により検討を行い、策
定することとした。

市民憲章等の制定

さいたまシティマ
ラソン事業
〔スポーツ振興
課〕

憲章策定の意義及び策定スケ
ジュールを整理すること。

ひきこもり対策推
進事業
〔こころの健康セ
ンター〕

フルマラソンの開催に向けて、
市民等からの理解を得ることの
重要性、及びスポーツコミッ
ションと連携して地域経済効果
を高めるための情報収集等の必
要性について検討した。

ひきこもりに特化し
た第１次相談窓口と
して「（仮称）さい
たま市ひきこもり地
域支援センター」を
開設

フルマラソンの実施に向けて検
討すること。また、各種ボラン
ティアの参画やスポーツコミッ
ションとの連携について検討す
ること。

市民に運営参加を促
すシティマラソンを
開催する。

○
潜在的ニーズの掘起しと、それ
に対する支援の必要性は認めら
れる。

2

要求なし

「市民憲章」は、市民生活や将
来のまちづくりの基本理念を分
かりやすく表現し、市民の心の
拠りどころとなるものである。
また、「市民の日」は、本市へ
の誇りや愛着を共有化し、一体
感の醸成を図るものであり、あ
わせて平成25年度の制定に向け
た検討を進める。

82,915

フルマラソンの開催に向けて、
平成２３年度と同様の形態でマ
ラソンを開催することにより、
市民への影響やその対応の改善
を図っていく。
　また、より高い経済波及効果
や市民生活等への影響を最小限
に抑えるための調査を実施し、
平成２５年度に設置する開催検
討委員会の検討資料とする。

市民憲章等制定事
業
〔企画調整課〕

3

庁内で引き続き協議を行うと共
に民間の支援機関、医療機関な
どを含めたひきこもり連絡協議
会の開催に向け検討・調整を行
う。また、職員体制について
は、総務局と協議の上、ひきこ
もり支援コーディネーターとし
て専門職員の募集を行う。

保健福祉
局

関係課所との連携について協議
を行うとともに、体制強化の必
要性について、現行職員体制の
見直しを含め再検討すること。

3,560

「（仮称）さいたま市ひきこも
り地域支援センター」を開設
し、市民からの相談を受けると
ともに、連絡協議会の開催や、
市民への情報提供を行う。ま
た、人材育成やひきこもり支援
に関連した事業運営のノウハウ
の蓄積を図る。

- 1 - 　　　※網掛けした事業については、市長査定資料を併せて公表しています。



（単位：千円）

説明 評価 評価理由 指示事項
指示事項に対する

検討内容
要求額 事業の概要

№ 局名 事業名

集中審議 平成24年度予算要求

○

環境未来都市の実現に向けた総
合特区事業の一つであることか
ら、実施に向け具体的な手法を
検討する必要がある。また、年
間リース代が1台500万円と高額
なこと、水素燃料供給場所が現
在は市内にはないことなどか
ら、導入に向け実証実験の手法
や費用対効果など課題を整理す
る必要がある。

○

(仮称)ハイパーステーションの
設置については、E-KIZUNAプロ
ジェクトの一環であり、次世代
エネルギー施策の推進に向けた
新たな取組であるが、規制緩和
が必要不可欠であり、特区の認
定が前提となる。

子どもたちが自由に
遊びを作り出すこと
ができる、移動式子
ども基地事業を各区
で展開

子どもたちが自由に遊びを作り
出すことができる、移動式子ど
も基地事業を各区で展開する。

○

子どもが人間として社会的に成
長していく上で重要な役割を持
つと考えられる「自由活発なあ
そび」の機会が失われつつある
ため、人間的成長が妨げられ社
会全体が沈滞化することを防ぐ
ためにも必要な取り組みであ
る。

水素を燃料とした自
動車を公用車に導入
し、ＥＶに継ぐ次世
代自動車としての実
証

子ども未
来局

環境局

子どもの社会参画
推進事業(子ども
基地事業)
〔子育て企画課〕

公用車への水素燃
料電池自動車の導
入
〔環境未来都市推
進課〕

環境局

原子力施設に起因す
る放射性物質の放出
による環境中の放射
線量の監視体制を整
備

「（仮称）ハイ
パーステーション
（水素）」設置補
助金
〔環境未来都市推
進課〕

環境放射線監視事
業
〔環境対策課〕

国補正予算によるモニタリング
ポストの増設により、さいたま
市内で継続して放射線量を測定
できるよう、国・県に働きかけ
を行うこと。

○

現在のモニタリングポストがさ
いたま市内にあることから、継
続して市内で測定する必要があ
ると判断。

4

本事業は子どもが自ら発案する
力を育て、子どものまちへの参
画を促そうとするものであり、
他部局にない初めての事業であ
る。
また、小学校高学年の子ども
に、遊びを教える立場でボラン
ティア参加してもらうことを学
校や地域と調整していく。

6

「（仮称）ハイパー
ステーション（水素
ステーション）」設
置に係る補助制度の
創設

環境局
総合特区の申請内容の検討と併
せて、具体的な事業スキームを
精査すること。

7

5
総合特区の申請内容の検討と併
せて、具体的な事業スキームを
精査すること。

教育委員会等の事業との関係や
事業展開の範囲を検討するこ
と。また、こども（小学校高学
年等）によるボランティアの仕
組みについても検討をするこ
と。

5,850

5,292

「次世代自動車・スマートエネ
ルギー特区」提案に係る水素エ
ネルギーの普及及び燃料電池自
動車の普及啓発を進める。

1,500

ガソリン・軽油等の既成エネル
ギーに加え、電気や水素を供給
可能な施設を市内に整備するこ
とにより、低炭素で災害時にも
地域でエネルギーを賄える環境
を整備する。

水素燃料電池自動車の導入につ
いては、「次世代自動車・ス
マートエネルギー特区」申請で
提案しているが、水素充填施設
は、今年度中に実験的に埼玉県
庁に設置するステーションの利
用を検討している。また、水素
燃料電池自動車のリース代につ
いては、リース契約方式など再
検討を行う。

「次世代自動車・スマートエネ
ルギー特区」申請に、国の水素
供給規制緩和工程表に則った具
体的な先行取組を提案してい
る。

県は、国の補正予算による増設
箇所を本市以外の５ヶ所に決定
したため、現在市内に設置され
ているモニタリングポストを、
引き続き本市内に残すよう県に
要請する。

要求なし

次年度以降、事業化された場合
は、放射線モニタリングポスト
１基を設置し、１時間おきの放
射線量測定データをリアルタイ
ムで公表する。そのほか、放射
線測定器（サーベイメータ）で
市内各所の放射線量を調査す
る。
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（単位：千円）

説明 評価 評価理由 指示事項
指示事項に対する

検討内容
要求額 事業の概要

№ 局名 事業名

集中審議 平成24年度予算要求

消防署所の中には、長時間運転
に対応していない非常用自家発
電設備が多く、長時間の停電等
に対応できない可能性もあり、
有事の際に市民の安全・安心が
確保できない恐れがあることか
ら、事業の必要性は認められ
る。ただし、財政負担を伴うこ
とから、整備計画等を作成し、
計画的に事業を執行する必要が
ある。

早急にＰＲ及び目玉となるス
ポーツ大会等の誘致に向け動き
出す必要がある。

○

実質的には少数企業への補助事
業であり、十分な費用対効果が
見込めるか不明。しかし、医療
分野への参入に興味を示す企業
が増えており、企業誘致等の観
点からも、積極的な仕掛けが必
要と思われる。

○
耐震化促進は急務であるが、制
度の拡充だけでは、利用増とは
ならないと考えられる。

スポーツを通じた新
たな観光客の拡大を
図り、さいたま市の
地域経済を活性化

経済局
スポーツコミッ
ション事業
〔観光政策課〕

○

既存公共施設活用に
よる拠点創出のため
の基本・実施設計び
改修工事

経済局

(仮称)メディカ
ル・リサーチパー
ク構想検討事業
〔産業展開推進
課〕

支援対象になりうる企業を把握
し、今後の事業ニーズを十分に
見極めること。その上で、十分
な費用対効果が見込めるよう、
設置場所、時期、整備内容等に
ついて再検討すること。

地震防災対策の強化
のため、現行の耐震
補強等助成額の拡充
及び緊急輸送道路沿
道建築物の耐震化促
進に向けた助成事業
を創設

さいたま市既存建
築物耐震補強等助
成事業
〔建築総務課〕

現行の耐震補強等助成額の拡充
については、事業の前倒しを検
討すること。
また、助成額の拡充だけでな
く、他自治体を研究し、市民へ
の周知方法や利用しやすい本市
独自の制度設計を検討するこ
と。

486,860

地震災害に強い街づくりを推進
するため、民間の住宅や特定建
築物の耐震診断、耐震補強設計
や耐震補強工事などに要する費
用の一部を助成するとともに、
耐震化に関する情報提供や啓発
活動を実施する。

平成２３年１０月１日より助成
率及び助成額を拡充した。
また、拡充した事業の周知を図
るため、ダイレクトメールによ
る対象者への情報提供や、各区
で開催された防災訓練などでの
啓発活動を実施した。

17署所の非常用自家
発電設備の機能強化
及び12署所の燃料保
管施設の整備のため
実施設計を行う。

非常用自家発電設
備整備事業
〔消防施設課〕

他自治体の状況も把握した上
で、計画的な事業執行を行える
よう、今後の整備計画を作成す
ること。

15,540

25施設のうち能力の低い17施設
について非常用自家発電設備を
見直し、燃料の確保のため燃料
保管施設のない12施設に整備を
行う。

他政令指定都市の整備状況等を
把握し検討した結果、非常用自
家発電設備の連続運転時間を72
時間とした。平成24年度に実施
設計業務を行い、具体的な整備
計画を作成する。

8

大会主催団体等とのヒアリング
を重ね、支援内容について検討
した。また、今後の大会誘致目
標や駒場の利活用を視野に入れ
た計画も含む、平成２４年度の
事業展開について検討した。

設立後は具体的に目に見える支
援活動を進めること。また、今
後の誘致活動について、駒場陸
上競技場の改修を契機に、女子
スポーツを軸とした戦略を検討
すること。

10 建設局

9

消防局11 ○

18,900
(仮称)メディカル・リサーチ
パーク構想行動計画策定及び既
存公共施設活用予備調査の実施

参入関心企業のさらなる掘り起
こし、並びに拠点の設置場所、
時期、整備内容の検討等につい
ては、行動計画の策定作業とあ
わせ引き続き精査を行う。

29,700

スポーツの分野で新たな観光客
を獲得するため、積極的なプロ
モーション活動を行い、大会誘
致助成金制度の活用等により、
スポーツ大会やスポーツイベン
トを誘致するとともに、大会広
報・宣伝ＰＲなどの支援を実施
し、地域経済の活性化を図る。
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（単位：千円）

説明 評価 評価理由 指示事項
指示事項に対する

検討内容
要求額 事業の概要

№ 局名 事業名

集中審議 平成24年度予算要求

○

東日本大震災時に生じた市内の
燃料不足の状況に鑑み、自家用
給油施設の増設を行うことは、
有事の際に市民の安全・安心を
確保するために必要と考える。
ただし、設置箇所数・設置場所
等については、他市の整備状況
等を踏まえ、予算要求までに精
査する必要がある。

○

市内で放射性物質を扱う事業所
等で災害が発生した場合、施設
内の市民等を迅速に避難させる
ため、消防部隊が活動する際に
必要な資機材を整備すること
は、市民の安全・安心を確保す
るために、必要な事業である。
ただし、整備資機材の種類、必
要数については、他市の整備状
況等も踏まえ、予算要ては、他
市の整備状況等も踏まえ、予算
要求までに、さらに精査する必
要がある。

消防署所への自家用
給油施設の増設のた
め地質調査及び実施
設計を行う。

自家用給油施設整
備事業
〔消防施設課〕

危機管理部とも調整した上で、
必要な備蓄量を精査し、設置箇
所数、設置場所等を精査するこ
と。

1,888
さいたま市内2箇所に自家用給
油施設の整備を行う。

危機管理部との調整結果による
市公用車分を含めた備蓄量を算
定した結果、20kℓタンクを2基
設置することとした。また、設
置場所については消防署所の配
置、敷地の状況等を考慮し、市
内2箇所を選定した。

消防局

放射性物質が起因す
る災害が発生した場
合に、消防部隊が活
動する際の資機材の
整備

放射性物質災害に
備えた資機材整備
事業
〔警防課〕

整備資機材の必要数等について
検討をするとともに、特に早急
に整備する必要がある資機材が
あるかどうか、精査を行い、整
備の前倒しも検討すること。

要求なし

消防部隊が活動する際に必要な
防護マスク等の資機材を整備し
た。
【平成23年度前倒し実施】

整備資機材の必要数及び整備の
緊急性等を検討した結果、資機
材の仕様を精査し、平成23年度
に前倒して整備した。

ＡＥＤトレーナーを
全ての中・高等学校
に配置し、応急手当
ができる生徒の育成
を図る。教員等の防
災教育にかかわる資
質向上を図る。引き
渡し訓練開始の合図
をメール配信により
行うとともに、全て
の学校で学校と保護
者が連絡が取り合え
る緊急連絡体制を整
備する。

防災教育推進事業
〔健康教育課〕

危機管理部とも調整した上で、
「震災時における児童生徒の安
全確保等の暫定指針」を踏まえ
た必要な対策を講じること。
また、防災マップ等の防災教育
のカリキュラムについて、検討
を行うこと。

6,817

災害時に、児童生徒や教職員等
が適切な行動が取れるように、
「学校における防災計画」づく
りに向けた本指針を策定する。
また、訓練用ＡＥＤであるＡＥ
Ｄトレーナーを市立全中・高等
学校へ配備するとともに、市独
自の防災教育カリキュラムや児
童生徒一人ひとりに配布する災
害時携帯カード、学習用ワーク
シートなどを作成する。さら
に、教員等を対象とした防災教
育研修会を実施し、教職員等の
防災教育への意識や能力の向上
を図る。

危機管理部と随時連携を図り、
「さいたま市地域防災計画」の
改訂を踏まえ、「学校における
防災計画」作りに向けた指針を
策定する。
また、防災マップ等を含む市独
自の防災教育カリキュラムは、
今後、作成委員会を立ち上げ、
作成する。

○

震災を受けて、防災に力を入れ
るという意味で、事業の必要性
は認められる。ただし、危機管
理部とも連携し、防災教育の全
体カリキュラムを含めた上で、
見直し等の検討を行う必要があ
る。

12 消防局

14
教育委員
会

13
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